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令和８年度報酬改定Ｑ&Ａ（案） 

 

「応急的な報酬単価の特例」 

 

１．基本報酬改定全般 

（報酬改定の意義１） 

問１ 事業所増加による自立支援費の増加は、障害児者の利用環境の充実の一

面もあり、特に共同生活援助は地域移行や親亡き後の受け皿という側面もあ

る。新規事業所数の抑制は利用者の利用機会を奪うことにつながりかねない

と考えるがいかがか。 

 

 （答） 

障害福祉サービスについては、予算額が大きく増加している中、引き続き人

材確保が課題となっているとともに、本来の制度趣旨に沿わないで加算を算定

する事業者も散見されるなど、サービスの質の低下も懸念される状況がある。 

そのため、今般、収支差率が高く、かつ、事業所が急増しているサービス類

型※（就労継続支援Ｂ型、共同生活援助（介護サービス包括型・日中サービス

支援型）、児童発達支援、放課後等デイサービス）について、応急的な報酬単価

（一定程度引き下げた基本報酬）を適用することとしたもの。 

なお、受入れニーズが特に高い重度障害児者やサービスが不足している地域

に配慮し、一定の要件の下、応急的な報酬単価の対象外とする措置を講じる予

定。 

 

 

（応急的な報酬単価の内容） 

問３ 具体的にどれくらいの報酬が引き下げになるのか。未定の場合、いつ示

されるのか。 

（答） 

１月２２日の障害福祉サービス等報酬改定検討チームでは、対象サービスに

おける平均収支差率や給付費に占める基本報酬の割合等を踏まえ、一定の収支

差率を確保できる水準となるよう、１％強～３％弱程度の引下げ幅についてお

（報酬改定の意義２） 

問２ 今回の報酬改定の目的の一つに持続可能性を掲げていたが、報酬は利

用者を単位として算定するため、事業所数の抑制ではなく、報酬単価を下

げるか利用者を減らすことで達成可能である。持続可能性確保を目的とし

た新規事業所数抑制は合理的でないと考えるが如何か。 

訂正後の全体版 
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示しした。今後、更なる詳細については２月中にも明らかにする予定。 

 

 

（駆け込み対策について） 

問４ 今回の報酬改定により令和８年６月以前の駆け込み申請が起こるので

はないか。 

（答） 

指定権者においては、基準等の要件を満たす事業所を適切に指定する観点か

ら、通常の事前相談・審査スケジュールや標準処理期間に従って処理すること

が望ましいことから、いわゆる「駆け込み申請」に対して特段配慮する必要は

ない。 

また、あわせて、人員配置基準上の管理者、サービス管理責任者、生活支援

員等の従業者について、過剰な兼任等により勤務態勢を確保していると疑われ

る場合等には、申請者からのヒアリングや現地調査等を通じて適切な人員配置

となっているか十分に確認していただきたい。 

 

 

（サービスの質の確保） 

問５ 今回の報酬改定の目的の一つにサービスの質の担保を掲げているが、報

酬に差を設けると、既存事業所との競争のなかで、質の担保を損なう恐れが

あるのではないか。また、必要以上に新規事業所が増えるのを防ぐだけでな

く、既存事業所のサービスの質の向上を図る必要があるのではないか。 

（答） 

費用の急増、人材不足の状況の中で、今回の措置を通じて、過度な新規参入

を抑制することも必要であると考えており、令和９年度報酬改定までの措置と

して、臨時応急的に行うもの。 

また、これまでも、「指定就労継続支援事業所の新規指定や運営状況の把握に

関するガイドライン」や「児童発達支援・放課後等デイサービスガイドライン」

を通知しており、さらに今年度中に共同生活援助ガイドラインを通知する予定

であるなど、既存事業所のサービスの質の確保にも取り組んでいる。 

特に、グループホームについては、今後、研修の受講や一定の実務経験を管

理者の要件とすることや、生活支援員・世話人向けの研修カリキュラム等を開

発すること等を検討している。 
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２．報酬単価の特例 共通事項 

（特例の適用日） 

問６ 今回の報酬単価の特例について、令和８年６月１日からの新規事業者に

適用とあるが、詳細如何。 

（答） 

令和８年６月１日以降に、障害者総合支援法第 36 条第１項及び児童福祉法

第 21条の５の 15第１項の指定が行われる４つの障害福祉サービス等（※）の事

業所に適用する。ただし、特定の加算等を算定している場合等は適用対象外と

する。 

 

  ※就労継続支援 B型、共同生活援助（介護サービス包括型、日中サービス支援型）、児童発達支援、

放課後等デイサービス 

 

 

（特例の適用期間） 

問７ この取組は、令和８年度に限ったものなのか、令和９年度以降も続くも

のなのか。 

（答） 

応急的な報酬単価については、あくまで令和９年報酬改定までの間のみに適

用することとしている。令和９年度報酬改定に向けては、これまでどおり改め

て議論を行う予定である。 

 

 

（特例対象範囲） 

問８ 応急的な報酬単価の特例について、離島・中山間地域の配慮措置の場合、

当該地域に従たる事業所がある場合には、配慮措置の対象となるのか。 

（答） 

地域のニーズへの配慮措置のみならず、今回の改定における配慮措置につい

ては、指定時の主たる事業所の状況や住所により判断するものとする。 

 

 

（特例算定方法） 

問９ 応急的な報酬単価の対象外となる要件の一つに加算の算定があるが、加

算の算定は１日単位であるため、１日ごとに適用の有無を確認することにな

るのか。 
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（答） 

１日でも対象加算の算定があれば、算定する当該一月分について、応急的な

報酬単価の適用対象外となる。 

 

 

（特例算定方法２） 

問 10 新規申請の時点で応急的な報酬単価が適用された新規事業所が、その

後、対象加算等の要件を満たした場合、月途中から単価を変更することにな

るのか。 

※令和８年３月 19日修正 

（答） 

問９の答のとおり、応急的な報酬単価の適用対象外となるのは、一月単位と

なるのが原則である。 

その上で、加算を算定するために支援体制の届出が必要な以下の加算につい

て、月途中で変更が生じた場合は以下のとおりとなる。 

 

◎就労継続支援Ｂ型・共同生活援助 

・重度障害者支援加算（Ⅰ）（Ⅱ）（共同生活援助のみ） 

・医療的ケア対応支援加算（共同生活援助のみ） 

・視覚・聴覚言語障害者支援体制加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

・高次脳機能障害者支援体制加算 

◎児童発達支援 

・強度行動障害児支援加算 

・人工内耳装用児支援加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

・視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 

◎放課後等デイサービス 

・強度行動障害児支援加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

・人工内耳装用児支援加算 

・視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 

 

（１）月途中で加算を算定する場合 

報酬告示留意事項通知（平成 18 年 10 月 31 日障発第 1031001 号厚生労働

省社会・援護局障害保健福祉部長通知をいう。以下同じ）第一・１・⑷の取

扱いに基づき、毎月 15 日以前に届け出た場合には翌月から、16 日以降に届

け出た場合には翌々月から算定することが可能となる。このため、当該算定

可能時期にならい、応急的な報酬単価の適用対象外となる。 
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（２）月途中で加算の体制を満たさなくなった場合 

月途中に、加算を算定するための支援体制を満たさなくなった場合は、報

酬告示留意事項通知第一・５により、当該加算の体制を満たさなくなった日

から加算の算定は行わないものとされている。 

一方で、応急的な報酬単価については、システム対応上の理由から、月に

１回でも加算の算定があれば適用対象外とすることとしているため、その月

において、加算の体制を満たさなくなった日の前日までに加算の算定があれ

ば、当該月は応急的な報酬単価の適用対象外となる。 

 

 

（事業譲渡や吸収合併等の新規指定） 

問 11 国事務連絡（令和６年６月 21日）「障害福祉サービス事業者等の吸収合

併等に伴う事務の簡素化について」に基づき、事業譲渡や吸収合併等により、

指定手続の簡略化や報酬上の実績の通算等を行った場合、応急的な報酬単価

の適用対象外と考えてよいか。 

（答） 

お見込みのとおり。 

 

 

（事業所移転に伴う新規指定） 

問 12 令和８年６月１日以降に、従たる事業所追加、単位追加、定員増加、住

居追加（ＧＨのサテライト含む）を行った場合でも、応急的な報酬単価の対

象となるか。 

（答） 

応急的な報酬単価の対象となるのは、あくまで新規指定の場合に限るため、

従たる事業所追加、単位追加、定員増加、住居追加等の場合は応急的な報酬単

価の対象外とはなる。 

ただし、新規事業所の開設を予定していた事業者が、今回の報酬改定を受け

て、急きょ、事業所追加等により対応する場合も考えられる。その場合であっ

ても、人員配置基準や設備基準を満たし、支援が行き届く体制になっているか

等を確認した上で届出を受理していただきたい。 

なお、いわゆる「駆け込み申請」の場合と同じく、通常の事前相談・審査ス

ケジュールや標準処理期間に従って処理することが望ましい。 
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（サービス種別変更） 

問 13 令和８年６月１日以降に、既存事業者がサービス種別を変更する場合

（例：就労継続支援Ａ型から就労継続支援Ｂ型への転換）は、新規指定とし

て特例の対象となるか。 

（答） 

就労継続支援Ａ型から就労継続支援Ｂ型への変更については新規指定を要

するため、応急的な報酬単価の対象となる。 

一方、グループホームのサービス種別変更については届出で足りるため、応

急的な報酬単価の対象とならない。 

  

 

（日中サービス支援型ＧＨの短期入所） 

問 14 日中サービス支援型グループホームで必置とされている短期入所につ

いては適用対象外でよいか。 

（答） 

短期入所は、日中サービス支援型の基準上必要な短期入所も含めて、応急的

な報酬単価の適用対象外となる。 
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３．重度障害児者等への配慮 

（重度障害児者への配慮） 

問 15 応急的な報酬単価の適用対象外となるものとして、「重度障害児者への

配慮」があるが、詳細如何。 

（答） 

以下の報酬（現在検討中のもの）を１日以上算定している場合に、当該算定

月の報酬単価について、応急的な報酬単価の適用対象外となる。 

◎就労継続支援Ｂ型・共同生活援助 

・重度障害者支援加算（Ⅰ）（Ⅱ）（共同生活援助のみ） 

・医療的ケア対応支援加算（共同生活援助のみ） 

・医療連携体制加算（Ⅳ） 

・視覚・聴覚言語障害者支援体制加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

・高次脳機能障害者支援体制加算 

◎児童発達支援・放課後等デイサービス 

・医療的ケア区分による基本報酬（医療的ケア区分１～３） 

・主として重症心身障害児を通わせる事業所の基本報酬 

◎児童発達支援 

・強度行動障害児支援加算 

・人工内耳装用児支援加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

・視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 

◎放課後等デイサービス 

・強度行動障害児支援加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

・人工内耳装用児支援加算 

・視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 

 

 

（重度障害児者等への配慮２） 

問 16 応急的な報酬単価の適用対象外について、対象の加算等を算定してい

る場合、事業所全体が適用対象外となるのか。 

（答） 

＜就労継続支援Ｂ型・共同生活援助＞ 

利用者単位で算定する加算の場合は、その加算を算定している利用者につい

てのみ、応急的な報酬単価の適用対象外となる。 

一方、事業所の体制で算定する加算の場合は、事業所全体が応急的な報酬単

価の適用対象外となる。 
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◇利用者単位で適用対象外となる加算 

・重度障害者支援加算（Ⅰ）（Ⅱ）（共同生活援助のみ） 

・医療的ケア対応支援加算（共同生活援助のみ） 

・医療連携体制加算（Ⅳ） 

◇事業所全体が適用対象外となる加算 

・視覚・聴覚言語障害者支援体制加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

・高次脳機能障害者支援体制加算 

 

＜児童発達支援・放課後等デイサービス＞ 

利用者単位で算定する加算及び医療的ケア区分による基本報酬の場合は、こ

れらを算定している利用者についてのみ、応急的な報酬単価の適用対象外とな

る。 

一方、主として重症心身障害児を通わせる事業所の基本報酬については、事

業所全体が応急的な報酬単価の適用対象外となる。 

◇利用者単位で適用対象外となる加算、基本報酬 

◎児童発達支援 

・医療的ケア区分による基本報酬（医療的ケア区分１～３） 

・強度行動障害児支援加算 

・人工内耳装用児支援加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

・視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 

◎放課後等デイサービス 

・医療的ケア区分による基本報酬（医療的ケア区分１～３） 

・強度行動障害児支援加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

・人工内耳装用児支援加算 

・視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 

◇事業所全体が適用対象外となる基本報酬 

・主として重症心身障害児を通わせる事業所の基本報酬 

 

 

（重度障害児者への特例適用対象外要件の確認方法） 

問 17 実際のサービス提供と報酬上の評価が一致しないケースがあるが、適

用対象外は届出のみで適用されるのか、サービス提供に合わせて適用するの

か。サービス提供に合わせた場合に、実態の確認まで求めるのか。 

（答） 

加算等を算定した際に応急的な報酬単価の適用対象外となる。加算等に係る

支援提供については、これまでと同様、通常の運営指導や指導監査等により確
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認されたい。 

 

 

（重度障害児者への特例適用対象外要件期間） 

問 18 適用対象外について、趣旨を鑑みると一定期間サービス提供の継続を

条件とする事が望ましいと思うが如何か。 

（答） 

自治体の負担や事業者のシステム対応も考慮し、問９の答にあるとおり、報

酬を１日以上算定している場合に応急的な報酬単価の適用対象外とする。 
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４．離島・中山間地域への配慮 

（離島・中山間地域の配慮措置） 

問 19 離島・中山間地域の配慮措置について、詳細如何。 

（答） 

新規指定の事業所の所在地が居宅介護等の特別地域加算の対象となる地域

にある場合に、応急的な報酬単価の適用対象外とする。 

 

（参考） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定

に関する基準等に基づき厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び厚生労働大

臣が定める地域（平成 21年厚生労働省告示第 176号）（抄） 

 

一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指

定された離島振興対策実施地域 

二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に

規定する奄美群島 

三 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第二項の

規定により指定された特別豪雪地帯 

四 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する

法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地 

五 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定

された振興山村 

六 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第

一項に規定する小笠原諸島 

七 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定

された半島振興対策実施地域 

八 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関

する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地

域 

九 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九

号)第二条第一項に規定する過疎地域 

十 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する

離島 
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５．自治体が客観的に必要であるとした事業所の詳細 

（自治体が客観的に必要であるとした事業所の詳細） 

問 20 「自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所」について、どの

ようなものを想定しているのか。 

（答） 

以下に該当する事業所について、応急的な報酬単価の適用対象外とする。 

①公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所 

②自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所 

 

①に関して、総量規制を行っているサービスについて、新規指定を行う際に

公募を行っている場合は、当該公募が、サービスが不足する地域に設置する趣

旨でなされるものであれば、応急的な報酬単価の適用対象外となる。 

また、②に関して、運営への補助（指定管理料を含む。）や、サービスの質や

人材確保のための補助については、必ずしも地域のニーズを満たす趣旨とは限

らないことから、応急的な報酬単価の適用対象外とはしない。 

  



令和８年２月６日時点 

 

 

６．システム関係 

（請求システム改修への財政措置） 

問 21 令和８年報酬改定により、自治体の請求システムの改修が必要となる

場合の財政支援如何。 

(答) 

先般、交付要綱案をお示しした「令和８年度（令和７年度からの繰越分）障

害者総合支援事業費補助金（障害者自立支援給付審査支払等システム事業）」の

補助対象とする予定。 

 

 

（請求システムについて） 

問 22 今回の令和８年報酬改定に係る請求システムの改修が必要となる場合

に、必要な改修の内容（インターフェイス仕様書）について、いつ頃示され

るのか。 

（答） 

令和８年２月中にお示しする予定。 

 

 


